
乙部町介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和 ８ 年 ３ 月２３日 

 

                    乙部町長 寺 島   努 

 

乙部町条例第６号 

 

乙部町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

乙部町介護保険条例（平成１２年乙部町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の見出し及び３項を加える。 

（令和８年度における前年度非課税者に係る保険料の減免） 

１４ 第１号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和

７年度及び令和８年度の各年度分の地方税法の規定による町民税が課されていない

者で令附則第２５条の規定により令和８年度分の同法の規定による町民税が課され

ているものとみなされることとなるもの（以下「みなし課税者」という。）がいる

場合であって、そのみなされることにより当該第１号被保険者の令和８年度分の保

険料に係る保険料段階（第６条第１項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。）が、

当該みなし課税者に令附則第２５条の規定の適用がないものとした場合に決定され

るべき当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料に係る保険料段階（次項におい

て「令附則第２５条非適用保険料段階」という。）よりも保険料率の高い保険料段

階に決定されるときは、当該第１号被保険者の令和８年度分の保険料を減免する。 

１５ 前項の規定による減免後の令和８年度分の保険料の額は、令附則第２５条非

適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。 

１６ 第１４項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請

を要しない。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


